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〇質問一覧 

【応募について】 

Ｑ1. 倍率はどのくらいですか？ 

Ｑ2. 学校が関わる書類は、応募承諾書だけで良いのですか？エントリーシートは生徒が 

自分で書くものですか？ 

Ｑ3. 申し込みは個人ですか？それとも学校を通して行うのですか？ 

Ｑ4. 学校ごとの応募人数に制限はありますか？ 

Ｑ5. 学校の出席日数が少ないのですが、応募できますか？ 

Ｑ6. 市外在住ですが、越境で川越市内の学校に通っています。 

Ｑ7. 住所は川越ですが、越境で市外の学校に通っています。 

Ｑ8. 過去に兄弟姉妹が参加していても応募できますか？ 

Ｑ9. 過去に海外姉妹都市派遣事業に参加したことがある人も応募できますか？ 

Ｑ10. ホームステイの受入は必ずしなければいけませんか？ 

Ｑ11. ホームステイを受け入れる際に、一部屋提供するのは難しいです。子どもと相部屋

であれば受け入れられる場合、申込はできますか？ 

Ｑ12 氏名のローマ字記入欄に、「パスポートと同じ表記」とありますが、まだパスポート

を持っていません。 

Ｑ13 エントリーシートの「世帯主」欄には誰を書けば良いですか？ 

 

【費用について】 
Ｑ13. １５万円の費用には何が含まれていますか？ 

 

【選考について】 
Ｑ14. どんな生徒が選ばれるのでしょうか？ 

Ｑ15. 英語があまり得意ではありませんが、大丈夫でしょうか？ 

Ｑ16. 学校の成績は関係ありますか？ 

Ｑ17. 中学 2 年生と 3 年生の割合は決まっていますか？どちらかの学年が有利ということ

はありますか？ 

Ｑ18. なぜ合格（または不合格）だったのか、理由を教えてもらうことはできますか？ 

 

【派遣前研修について】 
Ｑ19. 部活の大会等と重なっているので、事前研修に出られない日があるかもしれません。 

事前研修を欠席しても大丈夫ですか？ 

Ｑ20. 事前研修に保護者の参加は必須ですか？ 

 

【派遣中の生活について】 
Ｑ21. 引率の大人はいますか？ 

Ｑ22. ホームステイ先はどのように決まりますか？ 

Ｑ23. 同じ家に日本人が複数人泊まることはありますか？ 

Ｑ24. ホストファミリーと英語でコミュニケーションが取れるか不安です。 

 

【その他】 
Ｑ25. 英語の学習というよりも、国際交流やセーレム市の理解を深めることが 

目的ですか？ 

Ｑ26. ESTA とは何ですか？ 
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〇質問＆回答 

【応募について】 

Ｑ1. 倍率はどのくらいですか？ 

A1. 昨年度は 10３名の応募がありました。参考程度にお考えください。 

 

Ｑ2. 学校が関わる書類は、応募承諾書だけで良いのですか？エントリーシートは生徒が 

自分で書くものですか？ 

A2. はい、そのとおりです。学校には「応募承諾書」のみご協力をお願いしております。 

エントリーシートは、生徒ご本人がご自身の考えで記入していただく書類となります。 

 

Ｑ3. 申し込みは個人ですか？それとも学校を通して行うのですか？ 

A3. 学校を経由する必要はありません。生徒ご本人・ご家庭からの個人応募となります。 

学校には「応募承諾書」のみご協力をお願いしております。 

 

Ｑ4. 学校ごとの応募人数に制限はありますか？ 

A4. 制限はございません。 

 

Ｑ5. 学校の出席日数が少ないのですが、応募できますか？ 

Ａ5. はい、応募資格を満たしていれば、出席日数にかかわらずお申込みいただけます。 

ただし、参加にあたっては体調管理を含め、事前研修などにしっかり参加できること 

が求められています。 

 

Ｑ6. 市外在住ですが、越境で川越市内の学校に通っています。 

Ｑ6. 住所が川越市の方のみ応募できます。 

 

Ｑ7. 住所は川越ですが、越境で市外の学校に通っています。 

Ｑ7. 市外の学校に通っていても、住所が川越市の方は応募できます。 

 

Ｑ8. 過去に、兄弟姉妹が海外姉妹都市派遣事業に参加していても応募できますか？ 

A8. 問題ありません。ご兄弟が以前参加されていても、今回ご本人が条件を満たしていれ 

ば応募可能です。 

 

Ｑ9. 過去に海外姉妹都市派遣事業に参加したことがある人も、もう一度応募できますか？ 

A9. できるだけ多くの方に国際交流を経験していただきたいという趣旨から、応募は 

ご遠慮いただいております。 
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Ｑ10. ホームステイの受入は必ずしなければいけませんか？ 

Ａ10. 再来年度（令和１０年度）の秋ごろ（９月～１０月）に、ドイツからの青少年を 

10 日程度受け入れる予定がございます。派遣生のご家庭には、その際にホーム 

ステイ受入を依頼します。 

 

Ｑ11. ホームステイを受け入れる際に、一部屋提供するのは難しいです。子どもと相部屋

であれば受け入れられる場合、申込はできますか？ 

Ａ11. 相部屋で受け入れる例もありますので、申込可能です。 

 

Ｑ12. 氏名のローマ字記入欄に、「パスポートと同じ表記」とありますが、まだパスポート

を持っていません。 

Ａ12. パスポートをお持ちでない場合は、これから作成される予定のパスポートに記載す

る表記と同じものをご記入ください。姓のアルファベット表記については、戸籍上の

筆頭者と同じ表記になります。ローマ字の表記は「ヘボン式ローマ字」に基づいてご

記入ください。 

 

Ｑ13 エントリーシートの「世帯主」欄には誰を書けば良いですか？ 

Ａ13. 川越市に登録の住民票上の世帯主を記入してください。 

 

【費用について】 

Ｑ14. １５万円の費用には何が含まれていますか？ 

A14. ご負担いただく 15 万円は、航空券など旅費の一部となります。それ以外の 

費用（現地での滞在費等）は姉妹都市交流委員会と受入市が負担します。 

なお、パスポート取得費や保険料、通信費、現地でのおこづかいなどの私費は各自で 

ご負担ください。 

 

【選考について】 

Ｑ15. どんな生徒が選ばれるのでしょうか？ 

A15. 募集要項に明記された応募資格を満たしている方が対象です。選考では意欲や姿勢 

を重視していますので、自分らしい言葉でしっかりアピールしてください。 

 

Ｑ16. 英語があまり得意ではありませんが、大丈夫でしょうか？ 

A16. 問題ありません。大切なのは、「交流してみたい」という気持ちやチャレンジする 

姿勢です。 

 

Ｑ17. 学校の成績は関係ありますか？ 

A17. 選考において学校の成績は考慮しておりません。学力よりも意欲や姿勢を大切にし 

ています。 
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Ｑ18. 中学 2 年生と 3 年生の割合は決まっていますか？どちらかの学年が有利ということ 

はありますか？ 

A18. 学年ごとの人数調整は行っておらず、選考は応募内容をもとに総合的に判断いたし 

ます。 

 

Ｑ19. なぜ合格（または不合格）だったのか、理由を教えてもらうことはできますか？ 

A19. 恐れ入りますが、選考の公平性を保つため、合否の理由や個別の評価については 

お伝えしておりません。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 

【派遣前研修について】 

Ｑ20. 部活の大会等と重なっているので、事前研修に出られない日があるかもしれません。

事前研修を欠席しても大丈夫ですか？ 

Ａ20. 事前研修は、プログラムの一部として非常に大切な内容です。そのため、部活動等の 

理由にかかわらず、すべての研修に参加できることが応募条件となっています。 

 

Ｑ21. 事前研修に保護者の参加は必須ですか？ 

Ａ21. 6 月 21 日（日）に予定されている第 1 回目の説明会のみ、保護者の参加を必須と 

させていただいております。 

 

【Ｑ派遣中の生活について】 

Ｑ22. 引率の大人はいますか？ 

Ａ22. はい。川越市職員が２名同行します。 

 

Ｑ23. ホームステイ先はどのように決まりますか？ 

Ａ23. 参加者のプロフィール（性別やアレルギー等）に配慮して、セーレム市事務局が 

ホストファミリーを決定します。 

 

Ｑ24. 同じ家に日本人が複数人泊まることはありますか？ 

Ａ24. ホスト側の事情や参加者の状況によって、複数名が同じ家庭になることもあります。 

 

Ｑ25. ホストファミリーと英語でコミュニケーションが取れるか不安です。 

Ａ25. 中学生受入に慣れているホストファミリーが多いため、心配はいりません。 

大切なのは、「伝えよう」という姿勢です。 

 

【その他】 

Ｑ26. 英語の学習というよりも、国際交流・セーレム市の理解を深めることが目的ですか？ 

A26. 本事業は語学の習得を目的としたものではなく、姉妹都市であるセーレム市との 

友好関係を深めることを目的とした姉妹都市交流プログラムです。 
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Ｑ27. ESTA とは何ですか？ 

A27. 日本などのビザ免除プログラム（VWP）対象国の人が、観光や出張でアメリカに行

くときに必要となる、電子渡航認証システムです。アメリカに行く前に、事前の申請

が必要になります。申請料金は 40 ドルです。（2026 年 3 月 24 日現在） 

   ※2011 年 3 月 1 日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、

ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがある方、または 2021 年 1 月 12

日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方は、原則として ESTA を利

用できず、ビザの取得が必要です（一部例外あり） 

 

 


